
安来市公告

入札公告

一般競争入札を次のとおり実施するので、安来市契約規則 (平成 16年安来市規則
第 58号)第 3条の規定に基づき公告する。

令和8年 5月 8日
陥

坪

け
安来市長 田 中 武

記

1 入札に付する事項
本工事は電子入札の対象案件である。
た 査 が される工事で

※消費税及び地方消費税額を除く

2 入札に参加する者に必要な資格 (以下「競争参加資格」という。)
令和 7・ 8年度安来市建設業者有資格者名簿に登載され、かつ、次に掲げる条件
をすべて満足すること。ただし、共同企業体の参加は認めない。

工事名
独松山霊苑急傾斜地崩壊対策工事

(以下「本件工事」という。 )

工事の種類 土木一式工事

施工場所 安来市 飯生町

完成期日 令和 10年 3月 17日

予定価格※ 257,150,000円

調査基準価格 設定する

最低制限価格 設定 しない

入札保証金 免除する

契約保証金 納付する(10/100以 上 )

前金払 有

中間前金払 任

工
事
概
要

工事延長
砂防上工

鉄筋挿入工

連続繊維補強土工

場所打擁壁工

L=104.7m
N=一式
N=524本
A=1,3301ゞ

V=732rド

支払条件

部分払 有 2回以内

調休 二 日常H 率 洋者 | 対 象

本件工事の工事請負契約は、安来市議会の議決を要するため仮契約
書を締結する。仮契約書は、安来市議会の議決を得たときをもつ
て、何らかの手続きをすることなく本契約となる。
調査基準価格を下回る価格で落札した者と契約する場合、契約保証
金は契約金額の100分の 30以上とし、前金払の割合は契約金額
の 100分の20以内とする。

その他



入札参加資格
工種

一般土木工事 格付等級 A等級

許可業種 土木工事業 許可区分 特定又は一般

営業所所在地 主たる営業所 (本店)を安来市内に有すること。

工事実績等

元請けとして過去10年間 (平成28年4月 1日 から令和8年 3月 31日 )
に完了した国又は地方公共団体発注の工事において場所打擁壁工
の施工実績を有する者 (改修工事及び共同企業体の施工実績を除
く)ぉ

配置技術者

1級土木施工管理技士の資格を有する監理技術者又は主任技術者を

本件工事に専任で配置できること。
※配置する技術者は本件工事の開札日以前に 3か月以上の恒常的
な雇用関係を必要とする。
※本件工事の落札者が調査基準価格を下回る価格で落札した者で

ある場合には、配置技術者の本件工事の現場代理人との兼務は認
めない。

その他
1地方自治法施行令 (昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4
の規定に該当しないこと
2安来市における市税の滞納がない者であること
8公告の日から入札書等提出期限の日までに、安来市建設工事等
入札参加者指名停止等措置要綱 (平成 16年 10月 1日 安来市
告示第 15号)の規定による指名停止を受けていないこと
4次の各号のいずれにも該当しない者
(1)破産法 (平成 16年法律第 75号 )第 18条又は第 19条の
規定に基づく破産の申立てがなされている者

(2)民事再生法 (平成 11年法律第 225号 )第 21条の規定に
基づく再生手続の申立てがなさオ17ている者

(3)会社更生法 (平成 14年法律第 154号 )第 17条の規定に
基づく更生手続の申立てがなされている者

(4)役員等 (個人、若しくは法人である場合にはその役員又はそ
の支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号。以下「暴対
法」という。)第 2条第 6号に規定する暴力団員 (以 下「暴
力国員」という。)である者
(5)暴対法第 2条第 2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」とい
う。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

(6)役員等が自己、自社若しくは第二者の不正の利益を図る目的
又は第二者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団
員を利用するなどしている者

(7)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又
は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維
持、運営に協力し、若しくは関与している者

(8)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関
係を有している者
5本件工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、及びその受
託者との間に資本関係又は人的関係がないこと
6入札に参加しようとする他者との間に次に掲げるいずれかの関
係がないこと

(1)親会社と子会社の関係
(2)親会社を同じくする子会社同士の関係
(3)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている関係
(4)自作3号 と同視し得る奮木関係又は人的関係



3 電子調達システムの利用
本件工事に係る次の入札手続きについては、「安来市電子入札運用基準 (受注者
用)」 により、電子調達システムにより行うものとする。なお、電子調達システム

の稼働時間は、安来市の休日を定める条例 (平成 16年 10月 1日 安来市条例第2号)第 1
条第1項に規定する休日 (以下「休日」という。)を除く午前9Π寺から午後5H寺までな
ので注意すること。
また、電子入札によりがたい者は、安来市電子入札運用基準 (受注者用)第6条で
規定する紙入札方式参加承認願を提出し、承認された場合に限り紙入札によること
ができる^
4 競争参加資格に関する事項
(1)提出する書類
入札参加を希望する者は、電子調達システムにより競争参加資格確認申請書及
び競争参加資格確認資料 (以下「申請書等」という。)を提出しなければならな
い 。

期限までに申請書等を提出しない者は、本件工事の入札に参加することができ

ない。
なお、中請書等は原則 PDF形式とし、ファイル名の一部に会社名 (略称可)
を入れること。

提出書類
競争参加資格確認中請書 1都
施工実績調書      1都
配置予定技術者調書 (監理技術者又は主任技術者) 1吉Б

2

提出期限以 の訂正、 は 、 等を除き認めない。

(3)競争参加資格の様式の入手方法
必要な様式は入札情報サービス (PPI)か らダウンロー ドすることc
(4)確認審査
競争参加資格の確認審査は、落札者を決定する時点で行うものとし、競争参加

資格がないと認められた者については通知する。その他の者については通知しな
い 。

(5)競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
競争参加資格がないと認められた者は、理由の説明を求めることができる。
説明を求める者は、競争参加資格審査の結呆を通知した日の翌日から7日 以内

(休 日を含まない)に、書面を財政課に提出しなければならない。
説明を求めた者に対しては、書面を受け取つた日の翌日から7日 以内 (体 日を

含まない)に書面で回答する。

6 設計図書等に関する質問

設計図書等に関する質問のある者は、電子調達システムにより提出すること。

提出期限 令和8年 5月 22日  15時 00分

回  答 令不日8年 5月 26日  までに入札情報サービス (PPI)に掲載する。

し

中請書等
提出期間

令和8年5月 H日  9時00分 ～  令和8年 6月 2日
(上、 日、祝口を除く)

15時00分

閲覧期間 人本L公告 日から

閲覧場所 入札情報サービス (PPl)に 掲載する。



7 入札方法等
人札に参加する者は、電子調達システムにより入札書及び工事費内訳書 (以下
「入札書等」という。)を次に掲げる方法等により提出すること。
1

又 い 。

(3)落札決定に当たつては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当
する額を加算した金額 (当該金額に 1円未満の端数があるときはその端数を切り
捨てた金額)を もつて落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係
る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もつた契約希望金額の

110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4)入札回数は 1回 とする。
(5)調査基準価格を下回る入社があった場合は、低入札価格調査を実施した上で落
札者を決定する。

8 入札の辞退
(1)入札辞退は、電子調達システムによる入札書提出期日まで、いつでも入札を辞
退することを認めるものとする。ただし、入札書を提出した後は辞退できない。
(2)入札辞退者は電子調達システムにより入札書提出期日までに手続きを行うこと。

9 入利1の無軸
次の入札は無効とする。
(1)入札に関する条件に違反した入札
(2)明 らかに談合その他不正な行為によつてされたと認められる入札
(3)同一人が本件工事について 2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札
(4)競争参加資格のない者のした入札
(5)虚偽の申請書を提出した者の入札
(6)次のいずれかに該当する入札書を提出した者のした入札
ア エ事名、施工場所、商号若しくは名称、住所又は代表者名のいずれかが記載
されず、若しくは記載に誤 りがあるもの

イ その他、誤宇、脱宇等により意思表示が明確でないもの
(7)入札時に工事費内訳書を提出しない者のした入札
(8)落札候補者の工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合にその者が行った入札
ア エ事費内訳書の合計額 (消費税及び地方消費税相当額を除いた額)と 入札書
の入札金額が一致していないもの

イ 端数調整や一括値引き等、根拠のない減額が認められるもの
ウ 設計図書 (仕様書)の項日で一式表示となっていないものを一式表示とする
等、記載すべき項目が欠落しているもの

エ タテヨコ計算に違算があるもの
オ エ事名、商号若しくは名称、代表者名のいずれかが記載されず、若しくは記
載に誤りがあるもの

力 その他、誤字、脱字等により意思表示が明碓でないもの
(9)入札書等の提出期限の日の翌日から落札者決定までに建設工事等入札参加資格
者に対する指名停止等に係る措置要綱に基づく指名停止を受けた者の入札

令和8年6月 3日  9時 00分 令和8年 6月 4日  15時 00分提出期間

添付書類

工事費内訳書
(原則としてPDF形式とし、ファイアレ名の一部に会社名 (略称
可)を入れること。)

(本工事は請負代金内訳書への法定福利費の明示の対象である。工

事費内訳書に法定福利費を記入する場合は安来市ホームページ内
「請負代金内訳書への法定福利費の明示について」を参考にする



(10)紙入札の場合は、前各号‐のほか、次に掲げるモ)のに該当する入札書を提出した
者のした入札
ア 金額の記載のないもの
イ 金額等を訂正した場合において、訂正印のないもの
ウ 記名又は押印を欠くもの

10 失格について
次の入札は失格とする。
(1)入札書の提出期限までに入札書又は辞退届を提出しなかつた者
(2)予定価格を上回る価格の入札をした者
(3)安来市建設工事低入札価格調査制度実施要領 (以下「低入札要領」という。)
に基づく数値的判断基準に適合しない者
(4)低入札要領に基づく低入札価格調査 (以下「低入札価格訓査」という。)に
おいて、事後の事情聴取及び資料提出等に協力しない者
(5)低入札価格調査において、契約の内容に適合した履行がなされないと判断さ
れた者

11 開札等に関する事項
開札は、以下の日時に行い、入札状況 (保留等の状況)及び落札結果は電子調達
システムにより入札参加者全員に通知するとともに、落札結果は入札情報サービス

PPI るに

12 落札者の決定方独
(1)予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもつて有効な入札をした者につい
て、競争参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場

合、当該入札者を落札者とする。なお、同じ最低価格をもつて入札した者が
2人以上ある場合はくじ (電子くじを含む)により順位を付け、その上位の
者から資格確認資料を審査する。

ただし、調査基準価格を下回る入札があった場合は、低入札価格調査を実施し

た上で落札者を決定する。この場合、調査基準価格を下回る入札を行つた者は、
事後の事情聴取及び資料提出等調査に協力しなければならず、最低価格の入札

者であつても、必ずしも落札者とならない場合がある。

(2)落札者の決定は、開札後出来るだけ速やかに行い、結果を通知のうえ、入札
情報サービス (PPI)に 掲載する。

13 その他
(1)落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停
止を受けた場合は、契約を締結しない。
(2)入札書等の作成、提出等に要する一切の費用は入札者の負担とする。
(3)本件工事が低入札価格調査対象工事となった場合は、安来市公共工事請負契約
約款第 45条に規定する契約不適合責任期間は工事目的物の引き渡しを受けた日
から4年間とする。また、当該期間中は受注者において年 1回現場調査を行い、
安来市に報告するものとする6

14 問い合せ先
発注担当部署 安来市市民生活都市民課市民係 貝ヨ言舌 0854-23-3081

FAX  0854-23-3162

貝ヨ言舌 0854-23-3037
FAX  0854-23-3152

開本L日 時 令和8年6月 5口  9Π寺00分

開札場所 安来市役所 財政課

立会人に関
する事項

紙入札により代理人が入札書を提出する場合は、委任状を提出す
ること。なお、入札者以外の立会は認めない。

入札担当部署 安来市総務部財政課入札契約係


